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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面、第１長辺、前記第１長辺とは反対側であって凹部を有する第２長辺、前記第１お
よび第２長辺と交差する第１短辺、並びに前記第１および第２長辺と交差し、且つ前記第
１短辺とは反対側の第２短辺を有するダイパッドと、
　第１主面、前記第１主面とは反対側の第１裏面、第１辺、前記第１辺とは反対側の第２
辺、前記第１および第２辺と交差する第３辺、前記第３辺とは反対側の第４辺、前記第１
主面上に形成された複数の第１電極パッド、並びに前記第１主面上に形成された複数の第
１インダクタを有しており、前記第１裏面が前記ダイパッドの表面に対向するように前記
ダイパッドの上に搭載される矩形状の第１半導体チップと、
　第２主面、前記第２主面とは反対側の第２裏面、第５辺、前記第５辺とは反対側の第６
辺、前記第５および第６辺と交差する第７辺、前記第７辺とは反対側の第８辺、前記第２
主面上に形成された複数の第２電極パッド、並びに前記第２主面上に形成された複数の第
２インダクタを有しており、前記第２主面が前記第１半導体チップの前記第１主面に対向
するように前記第１半導体チップの上に絶縁用のシートを介して搭載される矩形状の第２
半導体チップと、
　前記ダイパッドの前記第１長辺に沿って配置された複数の第１リードと、
　前記ダイパッドの前記第２長辺に沿って配置された複数の第２リードと、
　前記複数の第１リードと前記第１半導体チップの前記複数の第１電極パッドを接続する
複数の第１ボンディングワイヤと、
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　前記複数の第２リードと前記第２半導体チップの前記複数の第２電極パッドを接続する
複数の第２ボンディングワイヤと、
　前記ダイパッド、前記第１および第２半導体チップ、前記複数の第１リードのそれぞれ
の一部、並びに前記複数の第２リードのそれぞれの一部を樹脂で封止する封止体と、
を備え、
　平面視において、前記第１半導体チップの前記第１および第２辺、並びに前記第２半導
体チップの前記第５および第６辺、並びに前記ダイパッドの前記第１および２長辺のそれ
ぞれは、第１方向に沿って平行に配置されており、
　平面視において、前記第１半導体チップの前記第３および第４辺、前記第２半導体チッ
プの前記第７および第８辺、並びに前記ダイパッドの前記第１および第２短辺のそれぞれ
は、前記第１方向に直交する第２方向に沿って平行に配置されており、
　平面視において、前記第１半導体チップの前記第１辺は、前記ダイパッドの第２長辺よ
り前記第１長辺の近くに配置されており、
　平面視において、前記第１半導体チップの前記第１および第２辺は、前記ダイパッドの
第１長辺と第２長辺の間に位置しており、
　平面視において、前記第２半導体チップの前記第６辺は、前記ダイパッドの第１長辺よ
り前記第２長辺の近くに配置されており、
　平面視において、前記第１半導体チップの前記複数の第１電極パッドは、前記第１方向
に沿って配置され、且つ前記第２辺より前記第１辺の近くに配置されており、
　平面視において、前記第２半導体チップの前記複数の第２電極パッドは、前記第１方向
に沿って配置され、且つ前記第５辺より前記第６辺の近くに配置されており、
　平面視において、前記第１半導体チップの前記複数の第１インダクタは、前記第１方向
に沿って配置され、且つ前記第１辺より前記第２辺の近くに配置されており、
　平面視において、前記第２半導体チップの前記複数の第２インダクタは、前記第１方向
に沿って配置され、且つ前記第６辺より前記第５辺の近くに配置されており、
　平面視において、前記第１半導体チップの前記複数の第１インダクタのそれぞれは、前
記第２半導体チップの前記複数の第２インダクタのそれぞれと重なっており、
　前記ダイパッドは、平面視において前記第１半導体チップより大きく、
　前記第１半導体チップは、平面視において前記第２半導体チップより大きく、
　前記第１半導体チップの前記第２辺は、平面視において前記第２半導体チップの前記第
５辺と前記第６辺の間に位置しており、
　前記第１半導体チップの前記複数の第１電極パッドは、平面視において前記第２半導体
チップと重なっておらず、
　前記第２半導体チップの前記複数の第２電極パッドは、平面視において前記第１半導体
チップと重なっておらず、
　前記ダイパッドの前記凹部は、平面視において前記第１半導体チップの前記複数の第１
電極パッドと重なっておらず、
　前記ダイパッドの前記凹部は、平面視において前記第２半導体チップの前記複数の第２
電極パッドと重なっており、
　平面視において、前記第１半導体チップの前記第１辺の長さは、前記第１方向において
前記凹部の開口側の幅よりも大きく、
　平面視において、前記凹部の前記開口側の幅は、前記第１方向において前記第２半導体
チップの前記第６辺の長さよりも大きい半導体装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　平面視において、前記第２半導体チップの前記第５辺から前記凹部までの距離は、前記
第２方向において前記第２半導体チップの前記第５辺から前記第６辺までの距離の１／２
より大きい半導体装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の半導体装置において、
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　前記ダイパッドの前記凹部は、平面視において前記ダイパッドの前記第１短辺から前記
第２短辺までの間に位置し、且つ前記ダイパッドの第１長辺から第２長辺の間に位置して
いる半導体装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　平面視において、前記凹部の前記開口側の端部にはテーパが形成されている半導体装置
。
【請求項５】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記第１半導体チップは、電力制御用の半導体チップであり、
前記第２半導体チップは、前記第１半導体チップを制御するマイクロコントローラ若しく
はマイクロプロセッサである半導体装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　平面視において、前記複数の第２リードから前記ダイパッドの前記第２長辺までの距離
は、前記第２方向に沿って前記複数の第１リードから前記ダイパッドの第１長辺までの距
離よりも大きい半導体装置。　　
【請求項７】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記第１半導体チップは、前記第２半導体チップとは電気的に接続されてない半導体装
置。
【請求項８】
　請求項７に記載の半導体装置において、
　前記第２半導体チップは、前記ダイパッドと電気的に接続されていない半導体装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の半導体装置において、
　前記ダイパッドは、前記複数の第２リードと電気的に接続されていない半導体装置。
【請求項１０】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記第２半導体チップは、前記第１半導体チップよりも厚い半導体装置。
【請求項１１】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記第２半導体チップの前記第２裏面に設けられた保護層を備える半導体装置。
【請求項１２】
　請求項５に記載の半導体装置において、
　前記第１半導体チップに形成された電力制御素子を備えている半導体装置。
【請求項１３】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記シートの一部は前記第２半導体チップの側面の上に位置しており、
　前記シートの他の一部は、前記第１半導体チップの側面のうち前記第２半導体チップと
重なっている領域の上に位置している半導体装置。
【請求項１４】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記第１半導体チップの前記第１主面及び前記第２半導体チップの前記第２主面のいず
れか一方に形成された凸部と、
　前記第１半導体チップの前記第１主面及び前記第２半導体チップの前記第２主面の他方
に形成された切欠部と、
を備え、
　平面視において、前記凸部の外形と前記切欠部の外形は同様の形状を有しており、かつ
前記凸部と前記切欠部は重なっている半導体装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関し、例えば２つの半導体チップを積層させた半導体装置に適
用可能な技術である。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置には、第１半導体チップと第２半導体チップの素子形成面を互いに対向させ
た状態で、これら２つの半導体チップを積層したものがある（例えば特許文献１）。特許
文献１に記載の技術は、第１半導体チップと第２半導体チップの間で信号を送受信させる
ものである。具体的には、第１半導体チップと第２半導体チップのそれぞれにインダクタ
を形成し、これらのインダクタを互いに対向させている。そして、これらのインダクタの
間で信号を送受信することにより、第１半導体チップと第２半導体チップの間で信号の送
受信を行っている。
【０００３】
　また特許文献１には、リードフレームの素子搭載部の上に第１半導体チップを搭載し、
さらにこの第１半導体チップの上に第２半導体チップを搭載した半導体装置が記載されて
いる。この半導体装置において、第２半導体チップの素子形成面の一部は第１の半導体チ
ップからはみ出している。そして第２半導体チップとリード端子は、ボンディングワイヤ
を用いて接続されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－５４８００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明者は、リードフレームの素子搭載部の上に第１半導体チップを搭載し、この第１
半導体チップの上に第２半導体チップを、素子形成面を第１半導体チップに向けて搭載し
、さらにボンディングワイヤで第２半導体チップとリード端子を接続することを検討した
。この場合において、半導体装置を小型化すると、本発明者が検討した結果、ボンディン
グワイヤを第２半導体チップに接続するボンディングヘッドが、素子搭載部と干渉する可
能性がでてくる、と考えた。その他の課題と新規な特徴は、本明細書の記述及び添付図面
から明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一実施の形態によれば、半導体装置は、チップ搭載部、第１半導体チップ、及び第２半
導体チップを有している。第１半導体チップは第１主面がチップ搭載部に対向する向きに
、チップ搭載部に搭載されている。第２半導体チップは、第３主面が第１半導体チップに
対向する向きに、第１半導体チップの上に一部が搭載されている。素子搭載部は切欠部を
有している。第２半導体チップの一部は切欠部と重なっている。第２半導体チップの第３
主面のうち切欠部と重なっている領域には、第２電極パッドが設けられている。第１半導
体チップの第１電極パッドには第１ボンディングワイヤが接続しており、第２電極パッド
には第２ボンディングワイヤが接続している。
【発明の効果】
【０００７】
　前記一実施の形態によれば、ボンディングワイヤを第２半導体チップに接続するボンデ
ィングヘッドが、素子搭載部と干渉することを抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
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【図１】実施形態に係る半導体装置の構成を示す平面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ´断面図である。
【図３】図１の点線で囲んだ領域を拡大した図である。
【図４】図２の点線で囲んだ領域を拡大した図である。
【図５】第１半導体チップの構造の一例を示す平面図である。
【図６】図５のＢ－Ｂ´断面図である。
【図７】第２半導体チップの構造の一例を示す平面図である。
【図８】図７のＣ－Ｃ´断面図である。
【図９】固定層の形状の第１例を示す断面図である。
【図１０】固定層の形状の第２例を示す断面図である。
【図１１】固定層の形状の第３例を示す断面図である。
【図１２】半導体装置の製造方法を説明するための断面図である。
【図１３】半導体装置の製造方法を説明するための断面図である。
【図１４】半導体装置の製造方法を説明するための断面図である。
【図１５】半導体装置の製造方法を説明するための断面図である。
【図１６】図１３（ａ）及び（ｂ）に示した工程の詳細を示すフローチャートである。
【図１７】図１３（ａ）及び（ｂ）に示した工程の詳細を示すフローチャートである。
【図１８】変形例に係る第１半導体チップの平面図である。
【図１９】変形例に係る第２半導体チップの平面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面において、同様
な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００１０】
（実施形態）
　図１は、実施形態に係る半導体装置ＳＤの構成を示す平面図である。図２は、図１のＡ
－Ａ´断面図である。図３は、図１の点線で囲んだ領域を拡大した図である。図４は、図
２の点線で囲んだ領域を拡大した図である。実施形態に係る半導体装置ＳＤは、チップ搭
載部ＤＰ、第１半導体チップＳＣ１、及び第２半導体チップＳＣ２を備えている。第１半
導体チップＳＣ１はチップ搭載部ＤＰの上に搭載されており、第２半導体チップＳＣ２は
第１半導体チップＳＣ１の上に一部が搭載されている。
【００１１】
　詳細には、図２に示すように、第１半導体チップＳＣ１は第１主面ＳＦＣ１及び第２主
面ＳＦＣ２を有している。第２主面ＳＦＣ２は第１主面ＳＦＣ１の反対側の面である。第
１半導体チップＳＣ１は、第２主面ＳＦＣ２がチップ搭載部ＤＰに対向する向きに、チッ
プ搭載部ＤＰに搭載されている。
【００１２】
　また、図２に示すように、第２半導体チップＳＣ２は第３主面ＳＦＣ３及び第４主面Ｓ
ＦＣ４を有している。第４主面ＳＦＣ４は第３主面ＳＦＣ３の反対側の面である。そして
第２半導体チップＳＣ２は、第３主面ＳＦＣ３が第１主面ＳＦＣ１に対向する向きに、第
１半導体チップＳＣ１の上に一部が搭載されている。
【００１３】
　図１及び図３に示すように、平面視において、チップ搭載部ＤＰは切欠部ＣＰを有して
いる。第２半導体チップＳＣ２の一部は切欠部ＣＰと重なっている。また、第１半導体チ
ップＳＣ１の第１主面ＳＦＣ１のうち第２半導体チップＳＣ２と重なっていない部分には
、第１電極パッドＰＡＤ１１，ＰＡＤ１２が設けられており、第２半導体チップＳＣ２の
第３主面ＳＦＣ３のうち切欠部ＣＰと重なっている領域には、第２電極パッドＰＡＤ２が
設けられている。そして半導体装置ＳＤは、第１ボンディングワイヤＷＩＲ１及び第２ボ
ンディングワイヤＷＩＲ２を備えている。第１ボンディングワイヤＷＩＲ１の一端は第１
電極パッドＰＡＤ１１（又は第１電極パッドＰＡＤ１２）に接続しており、第２ボンディ
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ングワイヤＷＩＲ２の一端は第２電極パッドＰＡＤ２に接続している。以下、詳細に説明
する。
【００１４】
　第１半導体チップＳＣ１は、例えば電力制御用の半導体チップであり、電力制御用のパ
ワートランジスタ、及びこのパワートランジスタを制御する制御回路を有している。第１
半導体チップＳＣ１は、さらにロジック回路を有していてもよい。第２半導体チップＳＣ
２は、例えばマイコン（マイクロコントローラ（MCU：Micro Control Unit）またはマイ
クロプロセッサ（MPU： Micro-Processing Unit ））などである。そして、第１半導体チ
ップＳＣ１は、第２半導体チップＳＣ２よりも大きい。この場合、本実施形態に示すよう
に、第１半導体チップＳＣ１を第２半導体チップＳＣ２の下に位置させることで、半導体
装置ＳＤの構造は安定する。ただし、第１半導体チップＳＣ１は、第２半導体チップＳＣ
２と同じ程度の大きさであっても良い。
【００１５】
　また、第２半導体チップＳＣ２は、第１半導体チップＳＣ１よりも厚くなっている。例
えば第１半導体チップＳＣ１の厚さは１００μｍ以上３００μｍ以下であり、第２半導体
チップＳＣ２の厚さは３００μｍ以上５００μｍ以下である。
【００１６】
　図１及び図２に示す例において、チップ搭載部ＤＰはリードフレームのダイパッドであ
り、略多角形、例えば矩形である。そして、切欠部ＣＰは、チップ搭載部ＤＰの辺ＳＩＤ
１に設けられている。平面視かつ辺ＳＩＤ１に直交する方向において第２半導体チップＳ
Ｃ２の長さをＬ（図１，３参照）とした場合、第２半導体チップＳＣ２のうち第１半導体
チップＳＣ１上に位置する部分の端から切欠部ＣＰまでの距離ｅ（図１，３参照）は、Ｌ
／２以上となっている。図１に示す例において、チップ搭載部ＤＰは略長方形であり、辺
ＳＩＤ１はチップ搭載部ＤＰの長辺である。そしてチップ搭載部ＤＰの残りの３辺のうち
辺ＳＩＤ１に交わる２辺のそれぞれには、支持部ＦＳ１（例えば吊りリード）の一端が接
続している。図１に示す例では、支持部ＦＳ１はチップ搭載部ＤＰの短辺のほぼ中央に接
続している。
【００１７】
　また、チップ搭載部ＤＰには支持部ＦＳ２も接続している。支持部ＦＳ２も吊りリード
であり、リードフレームのリード端子の間に位置している。言い換えると、支持部ＦＳ２
は、リード端子のうち第１半導体チップＳＣ１及び第２半導体チップＳＣ２のいずれにも
接続していない端子を吊りリードとしたものである。このため、支持部ＦＳ２のうちチッ
プ搭載部ＤＰに接続していない側の端部は、封止樹脂ＭＤＲ（後述）の外部に延在してい
る。支持部ＦＳ２が設けられることにより、チップ搭載部ＤＰの位置及び向きは安定する
。また、リード端子を支持部ＦＳ２として流用しているため、新たに吊りリードを追加す
る場合と比較して、リードフレームが大型化することを抑制できる。
【００１８】
　図１に示す例では、チップ搭載部ＤＰの辺ＳＩＤ１に面する側には、複数の第２リード
端子ＬＴ２が設けられている。そして、平面視においてチップ搭載部ＤＰを挟んで第２リ
ード端子ＬＴ２と逆側には、複数の第１リード端子ＬＴ１が設けられている。第２リード
端子ＬＴ２には、第２ボンディングワイヤＷＩＲ２の他端が接続しており、第１リード端
子ＬＴ１には第１ボンディングワイヤＷＩＲ１の他端が接続している。そして支持部ＦＳ
２は、複数の第１リード端子ＬＴ１の間に設けられている。具体的には、支持部ＦＳ２は
２つ設けられている。２つの支持部ＦＳ２は、それぞれ、チップ搭載部ＤＰの４つの角の
うち辺ＳＩＤ１に繋がっていない２つの角に接続している。なお、一部の第１リード端子
ＬＴ１の第１ボンディングワイヤＷＩＲ１に接続する側の端部は、チップ搭載部ＤＰの短
辺に対向している。
【００１９】
　また、第１リード端子ＬＴ１のうち第１ボンディングワイヤＷＩＲ１が接続している面
（図２に示す例では第１半導体チップＳＣ１の第１主面ＳＦＣ１とは逆側の面）と、第２
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リード端子ＬＴ２のうち第２ボンディングワイヤＷＩＲ２が接続している面（図２に示す
例では第２半導体チップＳＣ２の第３主面ＳＦＣ３とは逆側の面）は、互いに逆となって
いる。そして、第１リード端子ＬＴ１のワイヤ接続側の端部のうち第１ボンディングワイ
ヤＷＩＲ１が接続する面には、金属層ＭＬ１が形成されており、第２リード端子ＬＴ２の
ワイヤ接続側の端部のうち第２ボンディングワイヤＷＩＲ２が接続する面には、金属層Ｍ
Ｌ２が形成されている。言い換えると、第２リード端子ＬＴ２のうち金属層ＭＬ２が形成
されている面は、第１リード端子ＬＴ１のうち金属層ＭＬ１が形成されている面とは逆に
なっている。金属層ＭＬ１，ＭＬ２は、ボンディングワイヤと接合しやすい金属によって
形成されている。ボンディングワイヤが金ワイヤの場合、金属層ＭＬ１，ＭＬ２は、例え
ば錫銀メッキなどによって形成されている。
【００２０】
　なお、チップ搭載部ＤＰの上には第１半導体チップＳＣ１が搭載されているため、チッ
プ搭載部ＤＰの電位は、第１半導体チップＳＣ１の基板電位と一致しているのが好ましい
。第１半導体チップＳＣ１が電力制御用の素子である場合、第１半導体チップＳＣ１の基
板電位と第２半導体チップＳＣ２の基板電位には大きな差が生じる。このため、チップ搭
載部ＤＰと第２リード端子ＬＴ２を近づけると、これらの間の絶縁が確保できなくなる可
能性が出てくる。これに対して図１に示す例では、平面視において、第２リード端子ＬＴ
２からチップ搭載部ＤＰまでの距離ｗ２は、第１リード端子ＬＴ１からチップ搭載部ＤＰ
までの距離ｗ１よりも大きい。このため、チップ搭載部ＤＰと第２リード端子ＬＴ２の間
の絶縁を確保できる。
【００２１】
　図２に示すように、半導体装置ＳＤの厚さ方向において、第１ボンディングワイヤＷＩ
Ｒ１及び第２ボンディングワイヤＷＩＲ２は、いずれも屈曲点を有している。
【００２２】
　そして、平面視において、第１リード端子ＬＴ１から第１ボンディングワイヤＷＩＲ１
の屈曲点ＢＰ１までの距離は、第１半導体チップＳＣ１の第１電極パッドＰＡＤ１１（又
は第１電極パッドＰＡＤ１２）から屈曲点ＢＰ１までの距離よりも、長い。そして、第１
ボンディングワイヤＷＩＲ１の他端（第１リード端子ＬＴ１に接続している側の端部）の
第１リード端子ＬＴ１に対する角度は、第１ボンディングワイヤＷＩＲ１の一端（第１半
導体チップＳＣ１に接続している側の端部）の第１半導体チップＳＣ１に対する角度より
も小さくなっている。これは、第１ボンディングワイヤＷＩＲ１の一端を第１電極パッド
ＰＡＤ１１（又は第１電極パッドＰＡＤ１２）に接続してから第１ボンディングワイヤＷ
ＩＲ１の他端を第２リード端子ＬＴ２に接続しているためである。
【００２３】
　これに対して、平面視において、第２リード端子ＬＴ２から第２ボンディングワイヤＷ
ＩＲ２の屈曲点ＢＰ２までの距離は、第２半導体チップＳＣ２の第２電極パッドＰＡＤ２
から屈曲点ＢＰ２までの距離よりも、短い。そして、第２ボンディングワイヤＷＩＲ２の
他端（第２リード端子ＬＴ２に接続している側の端部）の第２リード端子ＬＴ２に対する
角度は、第２ボンディングワイヤＷＩＲ２の一端（第２半導体チップＳＣ２に接続してい
る側の端部）の第２半導体チップＳＣ２に対する角度よりも大きくなっている。これは、
第２ボンディングワイヤＷＩＲ２の他端を第２リード端子ＬＴ２に接続してから第２ボン
ディングワイヤＷＩＲ２の一端を第２電極パッドＰＡＤ２に接続しているためである。
【００２４】
　また、半導体装置ＳＤは、樹脂保持部ＰＨを備えている。樹脂保持部ＰＨは、隣り合う
２つの第３リード端子ＬＴ３及び一つの端子接続部ＬＣからなる。端子接続部ＬＣは第３
リード端子ＬＴ３のうち封止樹脂ＭＤＲの内側に位置している端部を互いに接続している
。端子接続部ＬＣは、第３リード端子ＬＴ３と一体に形成されている。図１に示す例では
、第３リード端子ＬＴ３は第２リード端子ＬＴ２と並んで配置されているが、ボンディン
グワイヤには接続されていない。また、端子接続部ＬＣにもボンディングワイヤは接続さ
れていない。そして辺ＳＩＤ１が延在する方向（図１におけるＸ方向）において、樹脂保
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持部ＰＨは、複数の第２リード端子ＬＴ２の両側のそれぞれに設けられている。言い換え
ると、第１の樹脂保持部ＰＨと第２の樹脂保持部ＰＨの間に複数の第２リード端子ＬＴ２
が設けられている。樹脂保持部ＰＨは、封止樹脂ＭＤＲから端子接続部ＬＣが抜けること
を抑制するために設けられている。
【００２５】
　なお、図１に示す例において、第２リード端子ＬＴ２の数は第１リード端子ＬＴ１の数
よりも少ない。このため、樹脂保持部ＰＨは第２リード端子ＬＴ２と並んで配置されてい
る。ただし、第１リード端子ＬＴ１の数が第２リード端子ＬＴ２の数よりも少ない場合、
樹脂保持部ＰＨは第１リード端子ＬＴ１と並んで配置されていても良い。
【００２６】
　第１半導体チップＳＣ１は、チップ搭載部ＤＰの中心と重なるように配置されている。
これに対して第２半導体チップＳＣ２は第１半導体チップＳＣ１よりも小さく、このため
、チップ搭載部ＤＰの辺ＳＩＤ１側に寄っている。そして第２半導体チップＳＣ２の一部
は、平面視で第１半導体チップＳＣ１から食み出しており、この食み出している部分がチ
ップ搭載部ＤＰに設けられた切欠部ＣＰに重なっている。
【００２７】
　図１に示す例において、辺ＳＩＤ１が延在する方向（図１におけるＸ方向）において、
切欠部ＣＰの幅は第２半導体チップＳＣ２の幅よりも大きくなっている。このため、図１
のＸ方向において、第２半導体チップＳＣ２の全体が切欠部ＣＰの内側に位置している。
ただし、図１のＸ方向において、第２半導体チップＳＣ２の端部はチップ搭載部ＤＰと重
なっていても良い。
【００２８】
　また、平面視において、切欠部ＣＰのうち開口側の端部ＴＰにはテーパが形成されてい
る。このテーパは、外側に行くにつれて切欠部ＣＰの幅が広がる方向を向いている。辺Ｓ
ＩＤ１に対する端部ＴＰの角度α（図３参照）は、例えば１３５°以上１８０°以下であ
るが、この範囲に限定されない。
【００２９】
　第１半導体チップＳＣ１のうち切欠部ＣＰに面している辺ＳＩＤ２の幅は、切欠部ＣＰ
の幅よりも広い。このため、辺ＳＩＤ２が延在する方向において、第１半導体チップＳＣ
１のうち辺ＳＩＤ２の近傍に位置する部分の両端は、チップ搭載部ＤＰによって支持され
る。従って、辺ＳＩＤ２に直交する方向におけるチップ搭載部ＤＰの幅を小さくした場合
と比較して、第１半導体チップＳＣ１の安定性は向上する。なお、平面視において、辺Ｓ
ＩＤ２の一部は切欠部ＣＰと重なっている。
【００３０】
　第１半導体チップＳＣ１は、第１主面ＳＦＣ１に半導体素子及び第１多層配線層ＭＩＮ
Ｃ１（後述）を有している。第１電極パッドＰＡＤ１１，第１電極パッドＰＡＤ１２は第
１多層配線層ＭＩＮＣ１に形成されている。図１に示す例において、第１電極パッドＰＡ
Ｄ１１は第１半導体チップＳＣ１の縁に沿って配置されており、第１電極パッドＰＡＤ１
２は第１電極パッドＰＡＤ１１よりも第１半導体チップＳＣ１の内側に配置されている。
このため、第１電極パッドＰＡＤ１２から第２半導体チップＳＣ２までの距離は、第１電
極パッドＰＡＤ１１から第２半導体チップＳＣ２までの距離よりも、短い。第１電極パッ
ドＰＡＤ１２は第１半導体チップＳＣ１が有するパワートランジスタに接続しており、第
１電極パッドＰＡＤ１１は、このパワートランジスタの制御回路及びロジック回路の一方
に接続している。
【００３１】
　第２半導体チップＳＣ２は、第３主面ＳＦＣ３に半導体素子及び第２多層配線層ＭＩＮ
Ｃ２（後述）を有している。第２電極パッドＰＡＤ２は第２多層配線層ＭＩＮＣ２に形成
されている。
【００３２】
　そして、図４に詳細を示すように、第１半導体チップＳＣ１は固定層ＦＲ１を用いてチ
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ップ搭載部ＤＰに固定されている。チップ搭載部ＤＰは、例えば導電性のペースト材、例
えば銀ペーストである。
【００３３】
　また、図１及び図４に詳細を示すように、第２半導体チップＳＣ２は、第２多層配線層
ＭＩＮＣ２が第１半導体チップＳＣ１の第１多層配線層ＭＩＮＣ１と対向する向きに、固
定層ＦＲ２を用いて第１半導体チップＳＣ１上に固定されている。固定層ＦＲ２は、例え
ばＮＣＦ（Non Conductive Film）を用いて形成されている。そして図３及び図４に示す
ように、固定層ＦＲ２の一部は、第２半導体チップＳＣ２の側面のうち第１半導体チップ
ＳＣ１の上に位置している部分を這い上がり、フィレットＦＲ２１を形成している。
【００３４】
　なお、第２半導体チップＳＣ２の第４主面ＳＦＣ４は、保護層ＰＲ１によって覆われて
いる。図４に示す例において、保護層ＰＲ１は、第４主面ＳＦＣ４の全面を覆っている。
保護層ＰＲ１は、例えばＤＡＦ（Die Attachment Film）であり、第２半導体チップＳＣ
２を第１半導体チップＳＣ１上に搭載する際に、第２半導体チップＳＣ２を保護するため
に設けられている。なお、保護層ＰＲ１は設けられていなくても良い。
【００３５】
　また、第１半導体チップＳＣ１の第１多層配線層ＭＩＮＣ１には第１インダクタＩＮＤ
１（後述）が形成されており、第２半導体チップＳＣ２の第２多層配線層ＭＩＮＣ２には
第２インダクタＩＮＤ２が形成されている。平面視において、第１インダクタＩＮＤ１と
第２インダクタＩＮＤ２は重なっており、互いに電気的に結合（例えば誘導結合）する。
そして、第２半導体チップＳＣ２が生成したパワートランジスタ制御用の信号は、第２イ
ンダクタＩＮＤ２及び第１インダクタＩＮＤ１を介して、第１半導体チップＳＣ１のパワ
ートランジスタ制御用の回路に入力される。
【００３６】
　さらに、図１及び図２に示すように、半導体装置ＳＤは、封止樹脂ＭＤＲを有している
。封止樹脂ＭＤＲは、チップ搭載部ＤＰ、第１半導体チップＳＣ１、第２半導体チップＳ
Ｃ２、第１ボンディングワイヤＷＩＲ１、第２ボンディングワイヤＷＩＲ２、第１リード
端子ＬＴ１のうち第１ボンディングワイヤＷＩＲ１との接続部、第２リード端子ＬＴ２の
うち第２ボンディングワイヤＷＩＲ２との接続部、端子接続部ＬＣ、第３リード端子ＬＴ
３のうち端子接続部ＬＣとの接続部、及び支持部ＦＳ２の一部を封止している。図２に示
す例では、チップ搭載部ＤＰの裏面は封止樹脂ＭＤＲの内側に位置している。なお、図１
及び図２は半導体装置ＳＤの封止構造の一例を示したものであるため、半導体装置ＳＤの
封止構造は図１及び図２に示す例に限定されない。
【００３７】
　図５は、第１半導体チップＳＣ１の構造の一例を示す平面図である。図６は、図５のＢ
－Ｂ´断面図である。図５に示すように、第１半導体チップＳＣ１は、電力制御用の素子
として、複数のトランジスタ（本図に示す例では、第１トランジスタＴＲ１及び２つの第
２トランジスタＴＲ２）を有している。第１トランジスタＴＲ１は第１導電型（例えばｐ
チャネル型）のトランジスタであり、第２トランジスタＴＲ２は第２導電型（例えばｎチ
ャネル型）のトランジスタである。第１トランジスタＴＲ１及び２つの第２トランジスタ
ＴＲ２は、第１半導体チップＳＣ１のうち辺ＳＩＤ２とは逆側の辺に沿って配置されてい
る。そして第１トランジスタＴＲ１は、２つの第２トランジスタＴＲ２の間に位置してい
る。第１トランジスタＴＲ１及び第２トランジスタＴＲ２の上には、それぞれ、そのトラ
ンジスタに接続する第１電極パッドＰＡＤ１２が形成されている。
【００３８】
　また、第１半導体チップＳＣ１は、少なくとも一つの第１インダクタＩＮＤ１（本図に
示す例では２つ）を有している。第１インダクタＩＮＤ１は、平面視で第２半導体チップ
ＳＣ２と重なる領域に位置している。図６に示すように、第１インダクタＩＮＤ１は、第
１多層配線層ＭＩＮＣ１を用いて形成されている。言い換えると、第１インダクタＩＮＤ
１と同一層には、配線（図示せず）またはビアが形成されている。第１多層配線層ＭＩＮ
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Ｃ１は、第１基板ＳＵＢ１上に形成されている。第１基板ＳＵＢ１は、例えばシリコン基
板などの半導体基板である。なお、第１基板ＳＵＢ１には、第１トランジスタＴＲ１及び
第２トランジスタＴＲ２が形成されている。また、第１インダクタＩＮＤ１の巻軸は、第
１基板ＳＵＢ１に交わる方向（例えば垂直な方向）を向いている。
【００３９】
　なお、図５及び図６に示すように、第１半導体チップＳＣ１のうち平面視で第２半導体
チップＳＣ２と重なる領域には、第１凹部ＤＥＰ１が形成されている。第１凹部ＤＥＰ１
の幅は、第２半導体チップＳＣ２の幅よりも大きい。このため、第１半導体チップＳＣ１
と第２半導体チップＳＣ２を重ねたとき、第２半導体チップＳＣ２は第１凹部ＤＥＰ１に
嵌る。なお、第２半導体チップＳＣ２の一部は辺ＳＩＤ２から第１半導体チップＳＣ１の
外側に食み出す必要があるため、第１凹部ＤＥＰ１は、辺ＳＩＤ２に繋がっている。
【００４０】
　第１凹部ＤＥＰ１は、第１半導体チップＳＣ１が有する第１多層配線層ＭＩＮＣ１のう
ち、第１インダクタＩＮＤ１が形成されている層よりも上に位置する配線層の少なくとも
一層（第１電極パッドＰＡＤ１１及び第１電極パッドＰＡＤ１２が形成されている層を含
む）を部分的に形成しないことによって、形成されている。これにより、第１インダクタ
ＩＮＤ１と、後述する第２インダクタＩＮＤ２の距離を近くして、これらの間の通信の精
度を高めることができる。なお、第１半導体チップＳＣ１は第１凹部ＤＥＰ１を有してい
なくても良い。
【００４１】
　図７は、第２半導体チップＳＣ２の構造の一例を示す平面図である。図８は、図７のＣ
－Ｃ´断面図である。第２半導体チップＳＣ２は、少なくとも一つの第２インダクタＩＮ
Ｄ２（本図に示す例では２つ）を有している。第２インダクタＩＮＤ２の数は、第１イン
ダクタＩＮＤ１の数と同じである。第２インダクタＩＮＤ２は、第２半導体チップＳＣ２
が第１半導体チップＳＣ１の上に配置されたおきに、第１インダクタＩＮＤ１と重なる位
置に形成されている。これにより、第２半導体チップＳＣ２は、第１半導体チップＳＣ１
と絶縁した状態で、第２インダクタＩＮＤ２及び第１インダクタＩＮＤ１を介して、第２
半導体チップＳＣ２と通信することができる。
【００４２】
　図８に示すように、第２インダクタＩＮＤ２は、第２多層配線層ＭＩＮＣ２を用いて形
成されている。第２多層配線層ＭＩＮＣ２は、第２基板ＳＵＢ２上に形成されている。第
２基板ＳＵＢ２は、例えばシリコン基板などの半導体基板である。第２基板ＳＵＢ２には
、回路を形成している素子（例えばＭＯＳトランジスタ）が形成されている。また、第２
インダクタＩＮＤ２の中心軸は、第２基板ＳＵＢ２に交わる方向（例えば垂直な方向）を
向いている。
【００４３】
　なお、図７及び図８に示すように、第２半導体チップＳＣ２のうち平面視で第１半導体
チップＳＣ１と重なる領域には、第２凹部ＤＥＰ２が形成されている。第２凹部ＤＥＰ２
は、第２半導体チップＳＣ２の３辺に繋がっている。
【００４４】
　第２凹部ＤＥＰ２は、第２半導体チップＳＣ２が有する第２多層配線層ＭＩＮＣ２のう
ち、第２インダクタＩＮＤ２が形成されている層よりも上に位置する配線層の少なくとも
一層（第２電極パッドＰＡＤ２が形成されている層を含む）を部分的に形成しないことに
よって、形成されている。これにより、第２インダクタＩＮＤ２と第１インダクタＩＮＤ
１の距離を近くして、これらの間の通信の精度を高めることができる。なお、第２半導体
チップＳＣ２は第2凹部ＤＥＰ２を有しなくてもよい。
【００４５】
　また、第２基板ＳＵＢ２の厚さは、第１基板ＳＵＢ１よりも厚い。これにより、第２半
導体チップＳＣ２は第１半導体チップＳＣ１よりも厚くなっている。第２基板ＳＵＢ２の
厚さは、例えば３００μｍ以上５００μｍ以下であり、第１基板ＳＵＢ１の厚さは、例え
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ば１００μｍ以上３００μｍ以下である。
【００４６】
　図９は、固定層ＦＲ２の形状の第１例を示す断面図である。本図に示す例において、フ
ィレットＦＲ２１は、第２半導体チップＳＣ２の保護層ＰＲ１よりも高くなっている。ま
た、固定層ＦＲ２の一部は、第１半導体チップＳＣ１の辺ＳＩＤ２側の側面に食み出し、
フィレットＦＲ２２を形成している。このように、固定層ＦＲ２がフィレットＦＲ２２も
形成しているため、第１半導体チップＳＣ１に対する第２半導体チップＳＣ２の固着力は
大きくなる。これにより、後述するように、第２ボンディングワイヤＷＩＲ２を第２半導
体チップＳＣ２に取り付ける工程において、第２半導体チップＳＣ２が第１半導体チップ
ＳＣ１から外れることを抑制できる。また、フィレットＦＲ２１，ＦＲ２２が形成される
ことにより、第２半導体チップＳＣ２が応力に起因して反ることを抑制できる。
【００４７】
　また、第２半導体チップＳＣ２と第１半導体チップＳＣ１の間で絶縁破壊が生じること
も抑制できる。詳細には、第２半導体チップＳＣ２と第１半導体チップＳＣ１の間の絶縁
破壊の起点は、第２半導体チップＳＣ２の第１半導体チップＳＣ１の距離が短い部分であ
る。本実施形態では、第２半導体チップＳＣ２の側面のうち第１半導体チップＳＣ１の上
に位置する部分を、フィレットＦＲ２１によって覆っている。このため、第２半導体チッ
プＳＣ２の側面を起点として第１半導体チップＳＣ１と第２半導体チップＳＣ２の間で絶
縁破壊が生じることを、抑制できる。
【００４８】
　図１０は、固定層ＦＲ２の形状の第２例を示す断面図である。本図に示す例は、フィレ
ットＦＲ２１が保護層ＰＲ１に達していない点を除いて、図９に示した例と同様である。
【００４９】
　図１１は、固定層ＦＲ２の形状の第３例を示す断面図である。本図に示す例は、フィレ
ットＦＲ２１の一部は保護層ＰＲ１よりも高くなっているが、フィレットＦＲ２１の残り
の部分が保護層ＰＲ１に達していない点を除いて、図９に示した例と同様である。
【００５０】
　図１２～図１５の各図は、半導体装置ＳＤの製造方法を説明するための断面図である。
まず、第１半導体チップＳＣ１及び第２半導体チップＳＣ２を製造する。第１半導体チッ
プＳＣ１及び第２半導体チップＳＣ２は、例えば以下のようにして製造される。
【００５１】
　まず、ウェハ状態の第１基板ＳＵＢ１（又は第２基板ＳＵＢ２）に素子分離膜を形成す
る。これにより、素子形成領域が分離される。素子分離膜は、例えばＳＴＩ法を用いて形
成されるが、ＬＯＣＯＳ法を用いて形成されても良い。次いで、素子形成領域に位置する
半導体基板に、ゲート絶縁膜及びゲート電極を形成する。ゲート絶縁膜は酸化シリコン膜
であってもよいし、酸化シリコン膜よりも誘電率が高い高誘電率膜（例えばハフニウムシ
リケート膜）であってもよい。ゲート絶縁膜が酸化シリコン膜である場合、ゲート電極は
ポリシリコン膜により形成される。またゲート絶縁膜が高誘電率膜である場合、ゲート電
極は、金属膜（例えばＴｉＮ）とポリシリコン膜の積層膜により形成される。また、ゲー
ト電極がポリシリコンにより形成される場合、ゲート電極を形成する工程において、素子
分離膜上にポリシリコン抵抗を形成しても良い。
【００５２】
　次いで、素子形成領域に位置する半導体基板に、ソース及びドレインのエクステンショ
ン領域を形成する。次いでゲート電極の側壁にサイドウォールを形成する。次いで、素子
形成領域に位置する半導体基板に、ソース及びドレインとなる不純物領域を形成する。こ
のようにして、半導体基板上にＭＯＳトランジスタが形成される。
【００５３】
　また、第１半導体チップＳＣ１の製造工程においては、上記した工程の少なくとも一部
を用いることにより、第１トランジスタＴＲ１及び第２トランジスタＴＲ２が形成される
。
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【００５４】
　次いで、素子分離膜上及びＭＯＳトランジスタ上に、第１多層配線層ＭＩＮＣ１（また
は第２多層配線層ＭＩＮＣ２）を形成する。最上層の配線層には、第１電極パッドＰＡＤ
１１，ＰＡＤ１２（又は第２電極パッドＰＡＤ２）が形成される。次いで、多層配線層上
に、保護絶縁膜（パッシベーション膜）を形成する。保護絶縁膜には、電極パッド上に位
置する開口が形成される。
【００５５】
　その後、第１半導体チップＳＣ１となるウェハを個片化することにより、第１半導体チ
ップＳＣ１が形成される。
【００５６】
　また、第２半導体チップＳＣ２となるウェハについては、図１２（ａ）に示すように、
ウェハのうち第２半導体チップＳＣ２の第４主面ＳＦＣ４となる面に、保護層ＰＲ１を貼
り付ける。また、第２電極パッドＰＡＤ２のそれぞれの上に、バンプＢＭＰを形成する。
バンプＢＭＰは、例えば金など、第２ボンディングワイヤＷＩＲ２と接合しやすい金属を
用いて形成されている。
【００５７】
　次いで、図１２（ｂ）にしめすように、第２半導体チップＳＣ２となるウェハを、保護
層ＰＲ１とともに個片化する。これにより、第２半導体チップＳＣ２が、保護層ＰＲ１が
設けられた状態で製造される。
【００５８】
　なお、第１半導体チップＳＣ１を個片化する前に、必要に応じて第１半導体チップＳＣ
１の第１基板ＳＵＢ１を研磨して薄くする。同様に、第２半導体チップＳＣ２に保護層Ｐ
Ｒ１を設ける前に、必要に応じて第２半導体チップＳＣ２の第２基板ＳＵＢ２を研磨して
薄くする。
【００５９】
　次いで、図１３（ａ）に示すように、第１半導体チップＳＣ１の第１主面ＳＦＣ１うち
第２半導体チップＳＣ２が搭載される領域の上に、固定層ＦＲ２を設ける。次いで、図１
３（ｂ）に示すように、第１半導体チップＳＣ１の上に第２半導体チップＳＣ２を搭載す
る。このとき、第２半導体チップＳＣの第３主面ＳＦＣ３を、固定層ＦＲ２に対向するよ
うにする。また、このとき、第２半導体チップＳＣ２のバンプＢＭＰが第１半導体チップ
ＳＣ１又は固定層ＦＲ２で覆われないようにする。
【００６０】
　次いで、図１４（ａ）に示すように、リードフレームのチップ搭載部ＤＰに、固定層Ｆ
Ｒ１　を用いて、第１半導体チップＳＣ１及び第２半導体チップＳＣ２の積層体を搭載す
る。このとき、チップ搭載部ＤＰの切欠部ＣＰと第２半導体チップＳＣ２のバンプＢＭＰ
が重なるようにする。
【００６１】
　次いで、図１４（ｂ）に示すように、第１ボンディングワイヤＷＩＲ１を用いて、第１
半導体チップＳＣ１の第１電極パッドＰＡＤ１１及び第１電極パッドＰＡＤ１２を、第１
リード端子ＬＴ１に接続する。このとき、第１ボンディングワイヤＷＩＲ１の一端を第１
電極パッドＰＡＤ１１（又は第１電極パッドＰＡＤ１２）に固定してから、第１ボンディ
ングワイヤＷＩＲ１の他端を第１リード端子ＬＴ１に固定する。
【００６２】
　その後、図１４（ｃ）に示すように、リードフレームの上下を逆にする。
【００６３】
　次いで、図１５（ａ）に示すように、第２ボンディングワイヤＷＩＲ２を用いて、第２
半導体チップＳＣ２の第２電極パッドＰＡＤ２を第２リード端子ＬＴ２に接続する。この
とき、第２ボンディングワイヤＷＩＲ２の他端を第２リード端子ＬＴ２に固定してから、
第２ボンディングワイヤＷＩＲ２の一端をバンプＢＭＰ（すなわち第２電極パッドＰＡＤ
２）に固定する。なお、この工程を行うためには、リードフレームを保持するステージに
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も、切欠部ＣＰと同様の切り欠きを設ける必要がある。
【００６４】
　この工程において、第２電極パッドＰＡＤ２の上には予めバンプＢＭＰが形成されてい
る。このため、第２ボンディングワイヤＷＩＲ２の一端を第２電極パッドＰＡＤ２に強く
押し付けなくても、第２ボンディングワイヤＷＩＲ２の一端を第２電極パッドＰＡＤ２に
接続することができる。従って、第２ボンディングワイヤＷＩＲ２を第２電極パッドＰＡ
Ｄ２に固定するときに、第２半導体チップＳＣ２が第１半導体チップＳＣ１から外れるこ
とを抑制できる。
【００６５】
　また、第２ボンディングワイヤＷＩＲ２の一端を第２電極パッドＰＡＤ２に取り付けて
から第２ボンディングワイヤＷＩＲ２の他端を第２リード端子ＬＴ２に取り付ける場合、
第２ボンディングワイヤＷＩＲ２を第２電極パッドＰＡＤ２に取り付けてから第２リード
端子ＬＴ２に取り付けるまでの間に、第２ボンディングワイヤＷＩＲ２を介して第２半導
体チップＳＣ２に力が加わる可能性が出てくる。この場合、第２半導体チップＳＣ２が第
１半導体チップＳＣ１から外れる可能性が出てくる。本実施形態では、第２ボンディング
ワイヤＷＩＲ２を第２リード端子ＬＴ２に取り付けてから第２電極パッドＰＡＤ２に取り
付けているため、このような問題が生じることを抑制できる。
【００６６】
　また、第２半導体チップＳＣ２は第１半導体チップＳＣ１よりも厚くなっている。従っ
て、第２半導体チップＳＣ２に第２ボンディングワイヤＷＩＲ２を取り付けるときに、第
２半導体チップＳＣ２が破損することを抑制できる。
【００６７】
　その後、図１５（ｂ）に示すように、リードフレームの上下を逆にする。これにより、
リードフレームの搬送は容易になる。次いで、封止用の金型を用いて、封止樹脂ＭＤＲを
形成する。
【００６８】
　次いで、図１５（ｃ）に示すように、第１リード端子ＬＴ１及び第２リード端子ＬＴ２
のうち封止樹脂ＭＤＲの外に位置している部分を変形し、端子とする。
【００６９】
　なお、第１半導体チップＳＣ１をチップ搭載部ＤＰ上に搭載した後に、第２半導体チッ
プＳＣ２を第１半導体チップＳＣ１に搭載しても良い。
【００７０】
　図１６及び図１７は、図１３（ａ）及び（ｂ）に示した工程の詳細を示すフローチャー
トである。まず、図１６（ａ）に示すように、組立装置ＡＴを用いて、所定の形状にカッ
トされたシート状の固定層ＦＲ２を保持（例えば吸着）する。この状態において、固定層
ＦＲ２のうち組立装置ＡＴによって保持される面には、カバーフィルムＣＦが設けられて
いる。次いで、組立装置ＡＴを用いて、固定層ＦＲ２を第１半導体チップＳＣ１のうち第
２半導体チップＳＣ２が搭載される領域に押し付ける。
【００７１】
　次いで、図１６（ｂ）に示すように、組立装置ＡＴを、カバーフィルムＣＦを吸着した
状態で上昇させる。これにより、固定層ＦＲ２からカバーフィルムＣＦが外される。
【００７２】
　次いで、図１７（ａ）に示すように、組立装置ＡＴに第２半導体チップＳＣ２を保持さ
せる。組立装置ＡＴは、例えば第２半導体チップＳＣ２の第４主面ＳＦＣ４を吸着する。
このとき、第４主面ＳＦＣ４は保護層ＰＲ１によって覆われているため、第４主面ＳＦＣ
４には傷が付かない。
【００７３】
　次いで、組立装置ＡＴを用いて、第２半導体チップＳＣ２を固定層ＦＲ２に押し付ける
。これにより、第２半導体チップＳＣ２は第１半導体チップＳＣ１上に固定される。また
このとき、固定層ＦＲ２には、フィレットＦＲ２１，ＦＲ２２が形成される。
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【００７４】
　その後、図１７（ｂ）に示すように、組立装置ＡＴから第２半導体チップＳＣ２を離す
。
【００７５】
　次に、本実施形態の効果について説明する。本実施形態において、チップ搭載部ＤＰに
は切欠部ＣＰが形成されている。そして平面視において、第２半導体チップＳＣ２の第２
電極パッドＰＡＤ２は、切欠部ＣＰと重なっている。従って、第２電極パッドＰＡＤ２に
第２ボンディングワイヤＷＩＲ２の一端を取り付けるときに、ボンディングツールとチッ
プ搭載部ＤＰが干渉することを抑制できる。
【００７６】
　また、複数の第２ボンディングワイヤＷＩＲ２のうち端に位置する第２ボンディングワ
イヤＷＩＲ２１（例えば図３において右端に位置する第２ボンディングワイヤＷＩＲ２及
び左端に位置する第２ボンディングワイヤＷＩＲ２）は、チップ搭載部ＤＰの辺ＳＩＤ１
に対して斜めに延在している。このため、第２ボンディングワイヤＷＩＲ２１またはこれ
を取り付けるためのボンディングツールは、切欠部ＣＰの端部ＴＰに接触する可能性が出
てくる。これに対して本実施形態では、切欠部ＣＰの端部ＴＰにはテーパが設けられてい
る。従って、第２ボンディングワイヤＷＩＲ２１またはこれを取り付けるためのボンディ
ングツールが、切欠部ＣＰの端部ＴＰに接触することを抑制できる。
【００７７】
（変形例）
　図１８は、変形例に係る第１半導体チップＳＣ１の平面図であり、図１９は、変形例に
係る第２半導体チップＳＣ２の平面図である。本変形例に係る半導体装置ＳＤは、第１半
導体チップＳＣ１の第１主面ＳＦＣ１に凸部ＰＴＮ１が形成されており、第２半導体チッ
プＳＣ２の第２主面ＳＦＣ２に凹部ＰＴＮ２が形成されている点を除いて、実施形態に係
る半導体装置ＳＤと同様の構成である。
【００７８】
　凸部ＰＴＮ１は第１半導体チップＳＣ１の第１多層配線層ＭＩＮＣ１、又はその上の保
護絶縁膜を用いて形成されており、凹部ＰＴＮ２は第２半導体チップＳＣ２の第２多層配
線層ＭＩＮＣ２、又はその上の保護絶縁膜を用いて形成されている。具体的には、凸部Ｐ
ＴＮ１は、第１半導体チップＳＣ１の最表層の少なくとも一層において、凸部ＰＴＮ１の
周囲に位置する部分を除去することによって、形成されている。また、凹部ＰＴＮ２は、
第１半導体チップＳＣ１の最表層の少なくとも一層において、凹部ＰＴＮ２となる領域を
除去することによって、形成されている。
【００７９】
　凹部ＰＴＮ２の平面形状は凸部ＰＴＮ１の平面形状と同様である。そして、第１半導体
チップＳＣ１と第２半導体チップＳＣ２を重ねた状態において、凸部ＰＴＮ１は凹部ＰＴ
Ｎ２と重なっている。凸部ＰＴＮ１の少なくとも上部は、凹部ＰＴＮ２に嵌っていても良
い。
【００８０】
　本変形例によっても、実施形態と同様の効果が得られる。また、凸部ＰＴＮ１と凹部Ｐ
ＴＮ２の位置を重ねることにより、第１半導体チップＳＣ１と第２半導体チップＳＣ２の
相対位置の精度を高めることができる。これによって、第１インダクタＩＮＤ１と第２イ
ンダクタＩＮＤ２の間で通信エラーが生じることを抑制できる。特に、凸部ＰＴＮ１の少
なくとも上部が凹部ＰＴＮ２に嵌るようにした場合、第１半導体チップＳＣ１と第２半導
体チップＳＣ２の相対位置の精度は特に高くなる。
【００８１】
　なお、第１半導体チップＳＣ１の第１主面ＳＦＣ１に凹部が形成され、第２半導体チッ
プＳＣ２の第３主面ＳＦＣ３に凸部が形成されている場合でも、本変形例と同様の効果が
得られる。
【００８２】
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　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可
能であることはいうまでもない。
【符号の説明】
【００８３】
ＡＴ 組立装置
ＢＭＰ バンプ
ＢＰ１ 屈曲点
ＢＰ２ 屈曲点
ＣＦ カバーフィルム
ＣＰ 切欠部
ＤＥＰ１ 第１凹部
ＤＥＰ２ 第２凹部
ＤＰ チップ搭載部
ＤＰ 素子搭載部
ＦＲ１ 固定層
ＦＲ２ 固定層
ＩＮＤ１ 第１インダクタ
ＩＮＤ２ 第２インダクタ
ＬＣ 端子接続部
ＬＴ１ 第１リード端子
ＬＴ２ 第２リード端子
ＬＴ３ 第３リード端子
ＭＤＲ 封止樹脂
ＭＩＮＣ１ 第１多層配線層
ＭＩＮＣ２ 第２多層配線層
ＭＬ１ 金属層
ＭＬ２ 金属層
ＰＡＤ１１ 第１電極パッド
ＰＡＤ１２ 第１電極パッド
ＰＡＤ２ 第２電極パッド
ＰＨ 樹脂保持部
ＰＲ１ 保護層
ＦＲ２ 固定層
ＦＲ２１ フィレット
ＦＲ２２ フィレット
ＰＴＮ１ 凸部
ＰＴＮ２ 凹部
ＳＩＤ１ 辺
ＳＩＤ２ 辺
ＳＣ１ 第１半導体チップ
ＳＣ２ 第２半導体チップ
ＳＤ 半導体装置
ＳＦＣ１ 第１主面
ＳＦＣ２ 第２主面
ＳＦＣ３ 第３主面
ＳＦＣ４ 第４主面
ＳＵＢ１ 第１基板
ＳＵＢ２ 第２基板
ＴＰ 端部
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ＴＲ１ 第１トランジスタ
ＴＲ２ 第２トランジスタ
ＷＩＲ１ 第１ボンディングワイヤ
ＷＩＲ２ 第２ボンディングワイヤ
ＷＩＲ２１ 第２ボンディングワイヤ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】
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